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いどばた喫茶「おいで家」

問合せ・申込み先

事業
紹介

●開催場所と日時
　会場は、各地区集会場です。刈羽地区は老人福祉センターです。
　・油田・黒川地区…第１水曜日
　・高町地区…………第１木曜日
　・赤田地区…………第２木曜日
　・勝山地区…………第３木曜日
　・刈羽地区…………第４木曜日
●開催時間　10:00 ～ 12:00
　　　　　　※昼食提供日は14:00終了
●参加費　１００円（昼食提供日は３００円）

お好きな
開催場所で
参加が可能
です。

　地域のだれもが気軽に集える場として、いどばた喫茶「おいで家」を開催しています。創作
活動や健康体操などを用意して、皆さまのご参加を心からお待ちしています。興味・関心の
ある方は、お気軽に社会福祉協議会までお問い合せください。

刈羽村共同募金委員会からのお知らせ
　今年度も赤い羽根共同募金運動にご協力をいただきありがとうございました。　
　平成30年10月１日から12月31日までの赤い羽根共同募金運動期間中に集まった募金に加
え、年間をとおした募金や昨年度の募金運動期間締め切り後の募金の総額が、2,130,315円
に達しています。
　この総額の中には、お茶で有名な株式会社伊藤園様の自動販売機の売り上げの一部も含まれ
ています。（割町新田のくらよしさんに設置された販売機が対象になっています。）
　刈羽村では対象になる自動販売機は設置されていませんが、コカ・コー
ラ、サントリー、和光ベンディング、アサヒカルピス、ヤクルト、ダイドー、ジャ
パンビバレッジの自動販売機の売り上げの一部が共同募金に寄付されます。
　赤い羽根共同募金は年間を通して募金を受け付けております。今後とも
ご協力をお願いいたします。

お茶を飲みながら
おしゃべりも楽しみましょう！



刈羽村地域包括支援センター
４月１日
から

平成31年 刈羽村社会福祉協議会が、高齢者のための総合相談窓口として、

を運営します。

刈羽村の受託機関です。安心してご相談ください。
相談は『無料』『秘密は守ります』

私たち

専門相談員が

ご相談をお受
けします！

お気軽にご相
談

ください。

星 野  美 鈴
ほしの みすず

（主任介護支援専門員）
小 池  孝 博
こいけ たかひろ

（社会福祉士）
矢代 美紀子
やしろ みきこ

（看護師）

例えば、こんな相談に対応します
◉権利を守ること
・悪質な訪問販売の被害にあった
・お金の管理や福祉サービス等の契約に
　関して自信がなくなってきて心配

◉地域のこと
・近所の高齢者が心配

◉家族の心配や悩み
・親の介護が大変｠

◉健康や介護保険
・物忘れが出てきた
・退院後や今後の生活が心配
・介護保険について知りたい

刈羽村大字割町新田１８０番地１　刈羽村農村環境改善センター内

TEL：０２５７-４１-６５２０　ＦＡＸ：０２５７-４１-６５２６
【相談時間】月曜日～金曜日  ８：３０～１７：15（祝日及び12月29日～ 1月3日を除く）

ラピカ

小学校

役場

刈羽村農村環境改善センター

第2
体育館

刈羽村地域包括
支援センター

倉庫
授乳室

おひさま
ルーム

機械室 子育て
支援センター

ト
イ
レ

1F入口
（正面玄関）

施設内 １階

お気軽にお問い合せください。

3かりわ社協だより
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　ボランティアが、ボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合や、
偶然な事故により他人にケガを負わせたり、他人のモノを壊したことにより法律上の損害賠償責
任を負われた場合に保険金が支払われる便利な保険です。ぜひ、ご検討ください。

開放時間：午前９時から夕方４時まで
（お風呂は午前１０時から利用できます。）
ゆったりとおくつろぎください。

毎週、土・日曜日は、
老人福祉センターを無料開放

しています。

・ボランティア活動中にケガをした。
・ボランティア活動中に他人にケガをさせてしまった。
・ボランティア活動中に他人のモノを壊してしまった…など。

★保険が適用される一例です

２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日までの１年間
※年度途中での加入が可能です。
※年度途中の加入であっても補償期間は２０２０年３月３１日までとなります。
※ボランティア活動保険加入日の翌日から、補償の適用となります。

★ボランティア活動保険補償期間

★年間保険加入料　一例

ボランティアセンターからのお知らせ

プラン
基本Ａプラン
天災Ａプラン

１名あたりの保険加入料
350円
500円

平成31年度 ボランティア活動保険の加入を開始しました。

※時間外を希望の方は、
　下記までお問い合せ
　ください。

《受付時間》
平日午前８時半から
夕方１７時半まで

社会福祉法人刈羽村社会福祉協議会・ボランティアセンター
刈羽郡刈羽村大字刈羽１４３１－１
TEL：０２５７-４５-２０２６　FAX：０２５７-４５-２０６６

お気軽に
お問い合せ
ください。

年金定期貯金ゆたか

平成32年2月29日まで1,000

刈羽村民活センター会員募集中！
　働く意欲のある６０歳以上の方、民活センターに
登録してお仕事をしてみませんか？！
　随時、会員を募集しています。

【問い合せ】 刈羽村民活センター
　　　　　☎０２５７-４５-２０２６
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